
機密性2情報

2訟1第2188号

令和7年5月28日

東京地方検察庁検事正 殿

東 京 法 務 局 長

（公印省略）

判決の言渡しについて（通知）

下記事件について、令和7年5月28日判決の言渡しがあり、同日その送達を受

けたので、通知します。

ついては、本判決に対する上訴の要否及びその理由を至急回報願います。

記

当事者 控訴人兼被控訴人（－審原告ら） 大川原化工機株式会社ほか5名

被控訴人兼控訴人（一審被告ら） 国ほか1名

事件番号 東京高等裁判所 令和6年（ネ）第453号

事 件 名 国家賠償請求控訴事件

添付書類

判決正本（写し） 1通（交付済みのため添付省略）
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法務省訟務局長

東京法務局長

（’

殿
殿

|）

東京地方検察庁検事正 竹 内 寛 志

（公印省略）

上訴の要否及びその理由について（回報）

令和7年5月28日付け2訟1第2188号東京法務局長「判決の言渡しにつ

いて」をもって通知のあった国家賠償請求控訴事件（東京高等裁判所令和6年

（ネ）第453号）について、下記のとおり、上訴の要否及びその理由を回報し

ます。

記

1 上訴の要否

｜ ’
2 理由

’

以 上



上告及び上告受理申立て断念に関する要請書

令和7年6月9日

検察庁

畝本直美 検事総長

■■■■要請人 大川原 正明 島田 順司

『
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上記要請人ら代理人 弁謹士 高田
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要 請

要請人らは、貴庁に対して、以下の事項を要請します。

1．令和6年（ネ）第453号国家賠償請求控訴事件（以下「本

‘ 事件」といいます。）につき、最高裁判所に対し、上告及び

上告受理申立てを行わないこと

2．速やかに第三者委員会を設置し、本事件の発端となった今回

の冤罪事件の真相を解明すること

3．本事件の発端となった冤罪事件について、捜査員らが行った

違法行為に対し、厳正な処分を行うこと

く

要請の趣意

1 大川原化工機株式会社が経済産業大臣の許可を得ずに自社製の

噴霧乾燥器を輸出したことが外為法上の輸出管理規制に違反する

として、大川原化工機株式会社、並びに同社社長である要請人大

川原正明、同社取締役であった要請人島田順司、及び同社顧問で

あった相嶋静夫（要請人’ ｜の■■）を被疑者として行われ

た警視庁公安部による逮捕、及び検察官による勾留・起訴につい

て、令和7年5月28日、東京高等裁判所は、第一審である東京

地方裁判所と同様、警視庁公安部による逮捕（及び島田順司に対

する取調べ）並びに検察官による勾留及び起訴の違法性を認定し、

国及び東京都に対してその賠償を命ずる判決を下しました。

〔
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東京高等裁判所は、第一審判決において東京地方裁判所が認定

した警視庁公安部及び検察庁による捜査（本件噴霧乾燥器に係る

追加実験の実施）の不十分性のみならず、規制要件に係る警視庁

公安部独自の解釈の採用についても、その採用に至る過程をつぶ

さに検証し、違法であることを認定しました。東京高等裁判所は、

警視庁公安部及び検察庁に対し、本件が単なる検証不十分な詰め

の甘い捜査であったのではなく、組織的に引き起こされた違法捜

査であったという判断を突き付けたといっても過言ではありませ

ん。

2 民事訴訟法は、控訴審判決に不服のある当事者に対し、最高裁

判所に上告を行うことを権利として認めています。 そのため、国

及び東京都が本件の東京高等裁判所の判決を受けて上告を行うこ

く

とも、法的には権利行使として認められます。

しかし、第一審の東京地方裁判所のみならず、控訴審の東京高

等裁判所もともに警視庁公安部及び検察庁による違法捜査等を認

定している現状に鑑みれば、これ以上徒に日本国民の血税を費消

して訴訟を続けることは許容されてはなりません。その血税は、

違法捜査を糊塗することではなく、本件の真相を究明し、将来の

違法捜査を防止するための検討にこそ充てられるべきものです。

3 要請人らは、令和7年5月30日、本要請文記載の要請（以下

「本件要請」といいます。）に賛同する署名を募る活動を開始し

ました（別紙参照）。その結果、本件要請には、6月8日13時

〔

の時点で、下記賛同人を含む 合計4万1478人 の賛同を得るに

至りました（別紙署名リスト参照）。その後も署名数は増加して
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おり、本日7時40分の時点で、署名数は4万1743人となっ

ています。

記

有田芳生（衆議院議員）

五十嵐えり（衆議院議員）

浦島充佳（東京慈恵会医科大学教授）

佐々木次雄（大阪大学大学院工学研究科招聰教授）

四ノ宮成祥（防衛医科大学校前学校長）

清水健（千葉大学大学院医学研究院准教授）

日野勝吾（淑徳大学副学長・教授）

笹倉香奈（甲南大学教授・イノセンス・プロジェクト事務局長）

く

土井香苗（ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表）

和田恵（弁護士）

西愛礼（弁護士・元裁判官）

青木理（ジャーナリスト）

浜田敬子（ジャーナリスト）

プチ鹿島（時事芸人）

深町秋生（作家）

貴志祐介（作家）

〈

以上
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上告の最終的な決裁権は法務省法務大臣にありますが、法務大

臣の決裁にあたり、貴庁の意向が重視されることは言うまでもあ

りません。

貴庁におかれては、要請人ら及び要請人らに賛同して署名した

者らの意を汲み、本件要請について-'一分にご検討いただくよう、

4

宜しくお願い申し上げます。

上以

〔

〔
一
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2025/06/097:34 オンライン署名・【緊急署名 上告期限6/11】警視庁（東京都）および検察庁（国）は上告しないでください＃大川原化工機

(ｵﾝﾗｲﾝ署名を始める）changecrg オンライン署名を始める
一一一

で

、

望 【緊急署名 上告期限6/11】警視庁（東京都）および検
察庁（国）は上告しないでください ＃大川原化工機冤罪

事件＃公安部握造

1 c鐘ｵﾝﾗｲﾝ署名に賛同する

判,ﾌ4三鯵
認証済みの賛同v

■■■｡'時間前 ■■■･3時間前ロ■■･3時間前 ■■■･6時間前 ■ l･6時間前 ■
く

一一回
目

署名活動の主旨

6月9日に警視庁、東京都公安委員会、法務省に上告しないよう要請書を提出します66月8日までにより多くの署名をお
願いします！（6月3日追記） ‘

警視庁公安部の幹部らが事件をでっち上げた「大川原化工機冤罪事件」について、東京高等裁判所は、2025年5月28日の

判決で、警視庁公安部による証拠裡造により経済産業省の法令解釈を誤らせた結果、大川原化工機社長ら役員3名が違法
に逮捕勾留されたと認定しました。つまり、この事件が冤罪であることが認められたのですb事件の握造に巻き込まれた

社長らは、真実を述べたために332日間も勾留され、このうち1名は東京拘置所内で判明した胃がんで命を落としてしま

https:"www.change.org/p/緊急署名-上告期限6-11-警視庁-東京都-および検察庁-国-は上告しないでください-大川原化工機冤罪事件-公安部握造?ut… 1/6



2025/06/097:34 オンライン署名【緊急署名 上告期限6/11】警視庁（東京都）および検察庁（国）は上告しないでください＃大川原化工機

いました。国賠提訴からすでに4年が経過しようとしていますが、これまで警視庁と検察庁は関係者への謝罪をしていま
せん。さらにこの間に事件を提造した当事者達は、処分されることもなく次々と退職していま式

警視庁（東京都）と検察庁（国）は、違法捜査と認定されたことを不服として上告を検討していま式 しかし、1，2審と

もに警視庁と検察庁の違法捜査を認めている以上、税金をつかって訴訟を続けることは許されず、早期に上告を断念する

べきですbまた、被害者および国民に謝罪を行うこと、本事案を検証するための第三者委員会を設置し、今回の冤罪事件

の真相解明に努めるべきです6

【故相嶋静夫氏の遺族コメント】

父は無実であるにもかかわらず、逮捕・勾留され、がんと診断されても迅速に治療を受けることができませんでした。何

も悪いことをしていないのに、なぜこのような酷い目に遭わされなければならなかったのでしょうか。．

経済安全保障の重要性が増している状況であるからこそ、捜査は適正に行われなければなりません。警視庁、検察庁に

は、違法捜査がなぜ行われたのか、再発防止に何が必要なのか、自ら厳しく検証を行っていただきたいのですb父と同じ

ような目に遭う人が二度と現れないようにしなければなりません。

<5月28日の東京高等裁判所の判決を受け､以下の事を求めます。

・警視庁（東京都）と検察庁（国）は東京高等裁判所の判決を受け入れ、最高裁判所への上告をしないでください。

o速やかに第三者委員会を設置し、今回の冤罪事件の真相を解明してください。

・捜査員らが行った違法行為については厳正な処罰を求めま戎

【冤罪事件の概要】

■無実の罪で332日間の勾留。逮捕勾留された内1名は冑がんで死亡

2020年3月、横浜市にある化学機械メーカー「大川原化工機株式会社」の社長および役員が警視庁公安部に逮捕されまし

た。逮捕容疑は生物兵器に転用可能な装置を中国、韓国に不正輸出したというものでした。しかし、逮捕された社長らは

身に覚えのない容疑について、「不正輸出はしていない」と無実を訴え続けました。社長らの逮捕、起訴後に弁護士や社

員達は社長らの無実を証明するため、輸出規制の要件を満たさないことを、実験で証明しました。その結果、逮捕から1
曇40 口畷迄クマ、句ハヘ司匡苛口1－＝ ＝4mO÷岼壼 筐f坐＝晉匡＝函 坑 宅8エ ＝＝4山÷些塑61實亡1斗竺幽'一斗T十mm ±l・金一

g今日は343人が賛同しました

（
宮一口ｒ‐ｌＩｌｌ‐‐’Ｌ一

鍵 オンライン署名に賛同する

〃－ 門 〃ジ タン 廷 一 、 ． ＝ ～ ｰ … ご U， ｰ 〃ｰE_ロ

■なぜ冤罪事件が起こったのか？

なぜ、無実の人が332日間に渡って逮捕、勾留されてしまったのでしょう。起訴を取り消した当初は、警察や検察による

捜査不足、つまり警察官や検察官のミスが原因と考えられていました。しかし、その後、外事警察の拡大を目論んだ警視

庁公安部が、組織的に事件を作り上げていたことが分かりました。専門家から聞いた話とは異なる内容の捜査資料を作成
し、実験データも改ざんしていたのです。

■現職警察官からも批判の声が上がる悪意ある違法樫杳

国家賠償請求訴訟の裁判の中で、3名の現職警察官が警視庁公安部の行った捜査を批判する証言を行い、さらに別の警察

官は各種メディアを通じて捜査を批判していますb警視庁公安部の悪意ある一部の捜査員によって違法な捜査が続けら

https://www.change.org/p/緊急署名-上告期限6-11-警視庁-東京都-および検察庁-国-は上告しないでください-大川原化工機冤罪事件-公安部提造?Ut... 2/6



2025ﾉ06ﾉ09 7:34 オンライン署名・【緊急署名 上告期限6ﾉ11】警視庁（東京都）および検察庁〈国）は上告しないでください＃大川原化工鍵-‐

れ、無実の人が身体拘束をうけることになってしまったので戎

さらに警察庁長官、警視総監、公安部長らは、今回の捜査を行った警視庁公安部外事第一課をに対して表彰したため、自

らの過ちを認められなくなっているという事情もあるので炎是非皆様のお力で警視庁、検察庁の暴走を止めて<ださ

い。

警視庁、検察庁の暴走を止めるためには、あなたの力が必要で説

ぜひ、署名への賛同・シェアのご協力をお願いしま魂

賛同人

有田芳生（衆議院議員）

五十嵐えり（衆議院議員）

浦島充佳（東京慈恵会医科大学教授）

佐々木次雄（大阪大学大学院工学研究科招聰教授）

四ノ宮成祥（防衛医科大学校前学校長）

清水健（千葉大学大学院医学研究院准教授） ‘

日野勝吾（淑徳大学副学長・教授）

笹倉香奈（甲南大学教授・イノセンス・プロジェクト事務局長）

土井香苗（ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表）

和田恵（弁護士）

西愛礼（弁護士・元裁判官）

青木理（ジャーナリスト）

浜田敬子（ジャーナリスト）

プチ鹿島（時事芸人）

深町秋生（作家）

貴志祐介（作家）

〈
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③今日は343人が賛同しました

1

』

賛同者

注目のコメント

一
、
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Ｂ
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■
■
■
Ⅱ
■
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ｂ
‐
。

⑧鞘u…iya
ノ率凄洋力魑去に私が住んでいる…でもありました。この鐸凄洋は晟近ニューズで報道されていて効
り蕾した．微力ではあります功けンライン署名識率します袴田さん癖や菅谷さん鐸やほか多数の冤罪雲

https:"WwwechangeoO壇ﾉp廃急署名-上告期限6-11-警視庁･東京都-および検察庁･国･は上告しないでください-大jll原化工機冤罪事件公安部裡造?ut... 3ﾉ6



2025/06/09 7:34 オンライン署名・【緊急署名 上告期限6/11】警視庁（東京都）および検察庁（国）は上告しないでください ＃大川原化工機

’
＃をニュースで見て菜ましたか許される事ではないですし今農冤罪雲斧かなくなる事を切に願いま或 語重力か

なくてすみません｡ノ

○2件のいいねIP不適切なコンテンツを報告
ノ

⑧
HYu GAII

2週間前

「このえん罪事倖、山本ひなたくんの裁判 そして、次々不起訴となる外国人犯罪．・・・今、日菰の司法にか

する国民の信霧勃伏きく揺らいでいま説 何かのパワーに呵るのではなく、国民を徹底して守り抜く揺るぎない正

義の再生を切に望みま式ノ

▽25件のいいね!P不適切なコンテンツを報告

⑧裂鰯”
／;身勝手極まる壁駕 梗駕 司法の制度を悪用する組織は憲法、法治国家の日本に存在する事態が/悪ノで

実 国民に善しく不測益をもたらし容易に叺権を侵笥し公然と／死/を与えま灸 その事実は静岡県警か

全世界/ご示した通り／跨田さん事洋で証明されました」私はそのI箏実ノを決して許さない｡」
て

018件のいいね!P不適切なコンテンツを報告

1
_jI すべてのコメントを読む

』

／

、

（ 変化をサポートーChange.orgマンスリーサポーターになる

因今日は343人が賛同しました

宮vソ“ﾉ麹垂 r エ不ﾉJ 写vジ幽 冥Vｰ4混 響 ソ、 lUUノUOIJ亜vジレ′

なさんからの支援によって運営されているからこそ、

可能なことです。

（ 」 （
q ＝

！

’

可
：

』

月額会員プログラムの申し込みを始める

あなたも会員プログラムに加入して、『変えたい」気持 クレジットカードまたは"y"jで毎月のお支払いがで
ちを応援しませんか？ きます

オンライン署名に関するお知らせ

明日(6/9)署名を添えて要望書を提出します

hUps://www.change.org/p/緊急署名-上告期限6-11-|警視庁-東京都-および検察庁-国-は上告しないでください-大川原化工機冤罪事件-公安部握造?ut... 4/6



2025/06/097:34 オンライン署名 【緊急署名 上告朔限6/11】警視庁（東京都）および検察庁（国）は上告しないでください＃大川原化工機

23時間前

41,000筆以上の署名をいただきました。ありがとうございます!！昨日、国と都は上告断念の方針、と報じられてい

ます。皆様からの署名がその判断を後押ししたことは間違いありません。明日(6/9)に警視庁、法務省に対して上告

断念と適切な検証の実施を申し入れますb警視庁、検察庁に対しては国民の厳しい監視が必要ですb引き続きご支

援のほどよろしくお願いいたします6

40'000人の賛同者 3日前

I ）この署名活動のお知らせ・最新状況をもっと見る

このオンライン署名をシェアする

このオンライン署名のQRコードですbスマートフォンなどの画面上で表示させるほか、ダウンロー

ドしてチラシやポスターなどの印刷物に使うこともできます。慧識
Q

繭同'1

で

［ _J⑥Facebookでシェアする

{ ｝eWhatsAppでシェアする

[-－ ｝XX(旧:Twitter)に投稿する

（ ］Gヨリンクをコピーする

（ ｝画Eメールで送る

（2025年5月29日に作成されたｵﾝﾗｲﾝ署名

② 今日は343人が賛同しました

Change.o唱について

Change.orgについて

インパクト

採用情報

スタッフ

サポート

ヘルプ

ガイド

プライバシー

利用規約

クッキー

cookie (クッキー）を設

定する

コミュニティ

日本チームからのお知ら

せ

プレスルーム

コミュニティガイドライ

ン

フォローする

X(旧:Twitte r)

Faceboo k

I nstagram

https://Wwwbchange.org/p/緊急署名-上告期限6-11-警視庁-東京都-および検察庁-国-は上告しないでください-大川原化工機冤罪事件-公安部提造?ut... 5/6
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－

〆

’ 日本語 V

、

@ 2025, Change.org, PBC

このサイトは『eCAPTCHAによって保護されており、Googleのゴ重イバシーポリシーと利用規約が適用されますb

で

〔

② 今日は343人が賛同しました
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大川原化工機株式会社に係る国家賠償請求訴訟控訴審判決について

令和7年6月11日

東京地方検察庁

本件に係る国家賠償請求訴訟については、判決内容を精査した結果、上訴は

しないこととした。

第一審に続き、控訴審においても、検察官の勾留請求及び公訴提起が違法と

判断されたことについて真筆に受け止めている。

当庁として、大川原化工機株式会社及びその関係者の皆様に多大な御負担を

おかけしたことについて、おわび申し上げたい。

本件については、今後、最高検察庁において検証が行われる予定であり、当

庁としても十分な協力をしてまいりたい。


